
   美咲町旭地域義務教育学校開校準備委員会設置要綱 

 

令和３年２月１日 

美咲町教育委員会告示第２号 

 

（目的及び設置） 

第１条 この告示は、旭小学校を旭中学校に統合し新設する義務教育学校（以下「義

務教育学校」という。）の開校にあたり必要な事項を調査・検討するため、美咲町

旭地域義務教育学校開校準備委員会（以下「委員会」という。）を設置し、組織及

び運営に関する必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）義務教育学校の施設に関すること 

（２）義務教育学校の開校に向けた準備に関すること 

（３）前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関する

こと 

２ 委員会は、教育委員会の求めた事項について調査・検討を行い、その経過及び結

果を教育委員会へ報告するものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は３０人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委

員会が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）有識者 

（３）旭地域協働のまちづくり協議会代表 

（４）旭小学校旭中学校学校運営協議会長 

（５）旭小学校保護者代表 

（６）旭中学校保護者代表 

（７）旭保育園保護者代表 

（８）柵原中学校区小中学校長 

（９）旭中学校区小中学校長 

（10）旭中学校区小中学校教頭 

（11）旭中学校区小中学校教諭 

（12）旭中学校区小中学校栄養教諭 

（13）旭地域保育園・小中学校給食調理員 

（14）その他教育委員会が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、義務教育学校開校の日までとする。 

２ 教育委員会は、特定の地位又はその職（以下「地位等」という。）にあるため委

員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものと

みなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。 

（委員長及び副委員長） 
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第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。 

２ 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は意

見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

４ 委員会の会議の他、別表に掲げる専門的な事項等について、委員会の承認を得た

委員等の構成により、必要に応じて調査・検討を行うことができる。この場合、調

査・検討の結果を委員会に報告し、承認を得るものとする。 

 （秘密の保持） 

第７条 委員は、委員会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。

また、その職を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年２月１日から施行する。 

   附 則（令和３年２月１９日美咲町教育委員会告示第４号） 

 この告示は、告示の日から施行し、令和３年２月１日から適用する。 

 

別表（第２条、第６条関係） 

 調査・検討事項 

総務・ＰＴＡ関連 ○ 校名・校章・校歌・制服等に関すること 

○ ＰＴＡ組織に関すること 

○ その他 

カリキュラム関連 ○ 学校経営方針・カリキュラムの編成・学校組織・学校

行事等に関すること 

施設・備品関連 ○ 増築・改修する校舎等学校施設に関すること 

○ 備品の購入・既存備品の継続利用計画に関すること 

通学関連 ○ 通学路・通学方法等に関すること 

 



資料２

開校準備委員会開催（予定）

施
設
・
備
品
関
連

キャリア・生活・総合一貫カリキュラム、教育全体
計画、学校行事、地域連携・ＰＴＡ組織改編等

各種指導、各教科・領域年間指導計画等

業務の調整等

カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
関
連

学校経営計画・評価、時程、スクラム旭推進体
制、保小中連携・接続、英語カリキュラム等

建築工事・管理業務

文科省認定・交付申請・交付決定

文科省ヒアリング

R4建築計画提出（負担金・交付金事業）

建築設計業務（発注方法・ＤＢ等検討）

施
設
整
備
関
連

施設計画概略の検討
（主要構造体・必要諸室）

施設詳細計画の検討
（建築設計に反映）

備品購入・継続利用計画等の検討

引越計画

現行の通学路・バス路線の確認作業

校名・校章・校歌等の選定方法検討

校名・校章・校歌等の選定作業

ＰＴＡ組織統合検討

閉校式典検討

開校

引越作業

開
校
準
備
委
員
会
関
連

総
務
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
関
連

通学路・バス路線の安全確認、安全対策検討

通
学
関
連

旭地域義務教育学校整備スケジュール（案）　令和５年４月開校

11

創
設
方
針
決
定

保小中保護者説明会

町総合教育会議・教育委員会を経て創設方針決定

議会要望書採択

小学校存続についての要望書提出

旭地域住民・保護者意見交換会

4654 8

R2年度
3

R5年度
6547

R4年度
321121110987651211109211210

R3年度
321


